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「大社基地遺跡群」に関する再要望と「国史跡」指定に関する要請

今年３月１７日に新田英夫教育長に提出しました「大社基地遺跡群」に関する「要望書」
に対し、貴職から、８月２５日付で回答をいただきました。

この回答の中、文化財に対する事前調査の実施主体は市町村（出雲市）であり、島根県
としては、出雲市が行う調査には、出雲市の要請に応じて「技術的な支援」を考えるとさ
れていることは的確なことと考えます。

しかし、「大社基地遺跡群」について、島根県が県指定史跡として保存するという判断
はできず、指定を目指した学術調査を実施する考えはないとされたことについては、次の
経過に照らして見ても容認できません。

Ａ．本年３月２日の島根県議会本会議での角智子議員の質問に対する教育長の答弁を視聴
すれば、教育長が「大社基地関連施設群」を「戦争遺跡」「郷土の貴重な遺産」である
とし、それを「県が把握している」ことを確認することができます。

（「島根県議会の中継」https://shimane-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&
inquiry_id=871 2021年10月14日視聴）

Ｂ．同じ本会議における答弁で、「今後、県教育委員会といたしましては、戦争遺跡の調
査を先進的に進めている他県の事例も参考としながら、遺跡の重要性の判断基準や取り
扱う範囲などを検討していきたいと考えております。」と言明しておられます。

以上のことに照らせば、今回の回答で「第二次世界大戦期における戦争遺跡の価値判断
基準が明確に定まっていないこと」を「県史跡に指定し保存する考えはない」ことの理由
とされるのであれば、「大社基地遺跡群」の意義について、この間の教育委員会の検討結
果に基づく見解を示すべきであると考えます。

また、回答では、第二次世界大戦期の戦争遺跡の中で、「国史跡」に指定されたものが
広島・長崎の原爆被害に係る遺跡に限られ、都道府県指定史跡がないことをもって、「大
社基地遺跡群」が「県史跡」指定に該当しないとしておられます。しかし、私たち３者は、
同遺跡群についての積極的な調査によってその意義を確認すること、その結果の検討に基
づいて適切な措置をとることが重要であると考えています。

こうした経過から、貴職に対し、私たち３者は次のことを改めて要望します。
①上記の３月２日の議会答弁を踏まえて、「遺跡の重要性の判断基準や取り扱う範囲」に

ついて、早急に検討会を設置し、県としての基準を作成していただくこと。
②仮に、現段階で県の価値判断基準が定まっていないということであれば、国の指定基準

（※）を準用するのが順当な進め方と考えられますが、なぜその検討がなされなかった
のか、明確に説明していただくこと。
※国の指定基準

「我が国の歴史の理解のために欠くことができず、学術上価値あるもの」（昭和26年
文化財保護委員会告示2号）。この基準の具体化として、次の２点を充たす必要があ
る。

ア 我が国の近代史を理解する上で欠くことのできない遺跡であって、国として
保護する必要のあるものであること。

イ 遺跡が歴史上の重要性をよく示しており、学術上価値の高いものであること。
（平成7年「近代の文化遺産の保存・活用に関する調査研究協力者会議」報告）
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私たち３者は、３月１７日の「要望書」提出段階では、「大社基地遺跡群」は「県史跡」
指定に値する意義をもつものと考えていましたが、その後の文献調査と現地調査の継続、
戦争遺跡保存全国ネットワーク共同代表・出原恵三氏の現地調査や日本考古学協会など全
国学会の所見に基づいて検討した結果、同遺跡群は、「国史跡」に指定されて然るべき全
国的意義を有するものであるとの認識を深めました。

また、この間、「高輪築堤」の開発・保存問題を機に、文部科学大臣が近代遺跡の調査
・保存について、文化庁の積極的役割を求める姿勢を表明するなどの動きも見られました。

このような中で、「大社基地遺跡群」の「国史跡」指定を実現することは、同遺跡に関
する調査・研究・保存、平和学習等への活用、地権者の権利保障の点で、最善の方途であ
ると考えるに至りました。

その要点は、次の３点です（詳しくは別添の「旧海軍航空基地・大社基地遺跡群」をご
覧ください）。
①“飛行機の戦争”であった第二次世界大戦を象徴する「主滑走路」が大規模に残り、施

設の遺構全体も良好に残された国内でも希少な航空基地遺跡群であること。
即ち、大社基地遺跡群は、国内でも国外でも、第二次世界大戦の歴史を知る上で極め

て価値が高いものです。これは文化庁が平成８年に取りまとめた報告書「近代の文化遺
産の保存と活用について」に書かれている指定基準の中、「ア 我が国の近代史を理解
する上で欠くことのできない遺跡であって、国として保護する必要のあるものであるこ
と」に該当すると考えられます。

②本土決戦が想定された時期の特色を明確に示す航空基地遺跡群であること。具体的には、
既存の河川敷を活用して滑走路を急速に建設したこと、「誘導路」がいわゆる「タコの
足式」であったこと、関連施設を自然地形を活かして広範囲に分散配置し、しかも多く
の地下壕や偽装隠ぺいする掩体を造成するなど、空襲を警戒して造られていること。

即ち、大社基地遺跡群は、数多い航空基地の中でも最末期ともいうべき時期に造成さ
れたものであり、その特徴を顕著に残しています。これは上記の「近代の文化遺産の保
存と活用について」に書かれている指定基準の中、「イ 遺跡が歴史上の重要性をよく
示しており、学術上価値の高いものであること」に該当すると考えられます。

③基地と周辺住民との関係や、基地が周辺住民に与えた影響など、戦時体制の具体的な在
り方を地域住民との関係で知ることのできる貴重な航空基地遺跡群であること。

※文化庁の「近代の遺跡の保護の指針等」を【参考】として添付します。

以上、「大社基地遺跡群」は、文化庁の「近代の文化遺産の保存と活用について」に書
かれている指定基準のア、イの両方に該当するものであり、戦時期の歴史を知る上では極
めて重要な遺跡です。

以上のことから、貴職に対し、これまでの経緯・見解にとらわれず、「大社基地遺跡群」
の「国史跡」指定に向けてご尽力いただきますよう、要請いたします。

以上
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【参考】 文化庁の「近代の遺跡の保護の指針等」

２ 近代の遺跡の保護の指針等 大社基地遺跡群

１．対象とすべき時期…保存の緊急性が高いものについては，別途考慮する。 ○(開発に直面)

２ （1）分野 政治(立法，行政，司法，外交，軍事，政治運動等) ○(海軍航空基地)

対 （2）選択の基準 基準の具体化として，次の2点を充たす必要がある。

象

と ア 我が国の近代史を理解する上で欠くことのできない遺跡であって，国と ○
す して保護する必要のあるものであること。

べ

き イ 遺跡が歴史上の重要性をよく示しており，学術上価値の高いものである ○
遺 こと。

跡

（3）選択の際の考慮要件

上記1の選択の基準に則り選択を行う際の考慮要件を列挙すると，以下のとおりである。

ア 歴史事象とそれを表象する遺跡とが直接に又は密接に関係していること。 ○

イ 同種の遺跡が複数ある場合には，全国的見地から注目すべきものである ○ (建設時期･日本

こと。 海側に立地･文献史

また，その場合，当該歴史事象に関係する資料等の保存状況についても， 料多数)

勘案するものとする。

ウ 当該遺跡が歴史的に重要で保護を要するものであるという点について相 →研究あり・出雲

当の評価が定まっており，国民的理解が得られやすいものであること。 市の調査実施

エ 宗教に関する遺跡については，特定の関係者･団体を顕彰するなど，これ →宗教関係遺跡

らに特別の利害を生ずる結果となるおそれがあることにかんがみ，慎重 ではない

に取り扱うものとする。

オ 個人に関する遺跡については，当該個人を顕彰するなど，関係者に特別 →個人に関する

の利害を生ずる結果となるおそれがあることにかんがみ，慎重に取り扱 遺跡ではない

うものとする。

出典：文化庁ウェブサイト（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/hokoku/kindai_kinenbutsu.html

2021年10月5日 閲覧）

記念物分科会関係 平成7年1月20日（近代の文化遺産の保存･活用に関する調査研究協力者会議）
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